
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）（抜粋）

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算

の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等

の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正

化を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものを

いう。

一 補助金

二～四 （略）

２ この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

３ この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

４～７ （略）

（関係者の責務）

第三条 （略）

２ 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重

な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接

補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うよう

に努めなければならない。

第四条 （略）



第二章 補助金等の交付の申請及び決定

（補助金等の交付の申請）

第五条 補助金等の交付の申請（契約の申込を含む。以下同じ。）をしようとする者は、政令で定め

るところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記

載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに

提出しなければならない。

（補助金等の交付の決定）

第六条 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で

定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の

算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補

助金等の交付の決定（契約の承諾の決定を含む。以下同じ。）をしなければならない。

２～４ （略）

（補助金等の交付の条件）

第七条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補

助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するも

のとする。

一 補助事業等に要する経費の配分の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。）をする場

合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方

法に関する事項

三 補助事業等の内容の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。）をする場合においては、

各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。



五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合に

おいては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。

２～４ （略）

（決定の通知）

第八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及び

これに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければなら

ない。

（申請の取下げ）

第九条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当

該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省

各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

２ 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、

なかつたものとみなす。

（事情変更による決定の取消等）

第十条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更によ

り特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその

決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに

経過した期間に係る部分については、この限りでない。

２ 各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天

災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を

継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。

３ 各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつ

た事務又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。

４ 第八条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。



第三章 補助事業等の遂行等

第十一条～第十三条 （略）

（実績報告）

第十四条 補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補

助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実

績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない。補助

金等の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

（補助金等の額の確定等）

第十五条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受け

た場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告

に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補

助事業者等に通知しなければならない。

第十六条 （略）

第四章 補助金等の返還等

（決定の取消）

第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助

事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く

各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと

ができる。

２ （略）

３ 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても

適用があるものとする。



４ 第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。

（補助金等の返還）

第十八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当

該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

命じなければならない。

２ 各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでに

その額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならな

い。

３ 各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の

規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるとこ

ろにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

第十九条～第二十一条 （略）

第五章 雑則

第二十一条の二 （略）

（財産の処分の制限）

第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産

を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

第二十三条～第二十八条 （略）

第六章 罰則

第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若し

くは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す



る。

２ 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

第三十条、第三十一条 （略）

第三十二条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項にお

いて同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対

し各本条の罰金刑を科する。

２ 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟

行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定

を準用する。

第三十三条 （略）

附 則 （略）


